
大 型 ト ラ ッ ク 専 用 Ｔ Ｇ カ ー ド 利 用 約 款 Ａ  
（2024 年 3 月 1 日実施） 

 
＊大型トラック専用ＴＧカード：東京ガス大型天然ガストラック専用燃料充填カード 

＊本約款は、３ヶ月平均の原料価格によりＣＮＧ単価を調整します。 

大型トラック専用ＴＧカードをご利用頂く場合は、本約款に従い取引させて頂きます。 

 

第 １ 条 （定義） 

１）本約款の適用となる大型天然ガストラックとは、以下に定める 3 要件をすべて満たす車両をい

います。 

①道路交通法で定める大型自動車（車両総重量１１トン以上、最大積載量６．５トン以上 のいず

れかに該当する自動車）であってバスを除く天然ガス自動車 

②本約款の利用申込以前に、大型トラック専用ＴＧカード利用約款Ａが適用されていない車両 

③2018 年 4 月以降の申し込みにおいては、初度登録から１年以内に大型トラック専用ＴＧカー

ドの申し込みをした車両 

2）本約款に基づく大型天然ガストラック専用燃料取引契約（以下、「本契約」といいます。）は、東

京ガス㈱（以下、「当社」といいます。）に大型トラック専用ＴＧカード（以下、「本カード」とい

います。）の利用の申し込みがあり、当社がこれを承諾し本カードを本カード申込書の申込者情報

欄に記載の申込者（以下、「申込者」といいます。）に発行した場合に成立します。 

３）契約の単位は、本カードの発行の単位とします。 

４）請求先の単位は、本カード申込書の請求先情報欄に記載の請求先（以下、「請求先」といいます。）

とします。 

５）使用量計算の単位は、請求単位の使用量（以下、「使用量」といいます。）とします。 

 

第 ２ 条 （本カードの申し込みおよび利用方法） 

１）本カードの利用を希望される申込者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の申込用紙に必要

事項を記載の上、車検証の写しとともに、FAX その他、当社指定の方法により申し込んで頂きま

す。 

２）契約成立数が予定数に達し次第、申し込みの受付を終了します。 

３）当社が申し込みを承諾する場合、一車両につき一枚の本カードを申込者に発行します。 

４）本カードは申込者以外の第三者に譲渡・貸与をすることはできません。万が一、第三者が本カ

ードを利用した場合（紛失、盗難による場合を含む）でも、その代金は請求先に請求させて頂き

ます。 

５）本カードの契約内容に変更（住所や商号の変更等）が生じた場合、本カードの利用を中止され

る場合、本カードを紛失した、または盗難された場合は、速やかに当社へ連絡して頂きます。 

６）本カードの利用は、下記のＣＮＧ（圧縮天然ガス）スタンドに限ります。 

   ・当社直営スタンド 

・他者経営スタンドのうち、本カードにより充填可能なスタンド（以下、「代行店」といいま

す。） 

７）本カードの利用は、第１項で定めるところの車検証の車両に限ります。それ以外の車両に対し

ては利用できません。 

 

第 ３ 条 （計量）  

１）使用量の計量は、前条第 6 項で定める CNG スタンドのディスペンサーに備え付けられた計量

器により行います。 

２）計量は、小数点以下第２位までを有効とし、単位は、立方メートルとします。 

 

 

第 ４ 条 （単価） 

１）本カードを当社直営スタンドで利用される場合のＣＮＧ単価は、別表第１に定める基準単位料

金（税込）に、別表第２に定める調整額を加えた額とします。 

２）本カードを代行店にて利用される場合の CNG 単価は、当該スタンドで設定される（当該スタ

ンドの経営会社が決定する）店頭単価とします。 

３） 第２条第6項に定めるCNGスタンドの種別にかかわらず、本カードを利用して充填するCNG

使用量は、当社で定める他カード（東京ガス天然ガス自動車用燃料充填カード（以下、「TG カー

ド」といいます。））を利用して充填する CNG 使用量とまとめることはできません。 

 

第 ５ 条 （請求） 

１）本カードの利用代金は、各充填毎に、第３条に基づき決定した使用量に、第４条に基づき決定

した単価を乗じた金額を計算し、これを、集計期間中に合計した金額となります。 

２）集計期間は「月初から月末（月末締め）」といたします。 

３）請求は、毎月一度、一請求先に対して行います。一請求先につき一請求書を原則としますが、

同一法人の場合に限り、請求書を各営業所等に発行することも可能です。 

 

第 ６ 条 （支払い） 

１）本カードの利用代金は、原則として、当社が委託する代行会社による口座振替で支払い頂きま

す。この場合の支払期限は、定例の口座振替が予定される日になります。 

２）口座振替を利用しない支払いについては、振込手数料を負担いただき、当社指定の口座に振り

込んで頂きます。この場合の支払期限は、第５条２項に定める締め日の翌月末日になります。 

３）支払期限より遅れた支払いについては、当社が適宜指定する方法で支払い頂きます。 

４）支払期限から 60 日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、遅延利息を請求す

ることがあります。遅延利息の割合は、一日あたり 0.0274％（年率約 10％）とします。 

５）本カードを提示されずに、当社直営スタンドで現金にて支払い頂く場合は、当該スタンドの店

頭価格が適用され、第 5 条に定める単価の取扱いは適用されません。 

６）当社直営スタンドでは、クレジットカード、プリペイドカードでの支払いはできません。 

 

第 ７ 条（カードの利用停止と利用停止解除） 

１）支払期限から 30 日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、本カードの利用

（申込者が同一である他の本カードの利用も含む）を停止する（以下、「利用停止」といいます。）

ことがあります。 

２）利用停止をする場合には、あらかじめその旨を予告します。この場合、利用停止を予告する日

と利用停止をする日との間に少なくとも５日間の日数をおいて予告します。 

３）１）の規定により利用停止をした場合、支払期限日が到来したすべての利用代金および遅延利

息が支払われたことを当社が確認できた場合には、当社は速やかに本カードの利用を再開できる

ようにします。 

４）利用停止により損害を受けられても、当社は賠償の責を負いません。 

 

第 ８ 条 （契約有効期間）  

本契約は、契約成立日より有効となり、契約成立日の翌日から４年が経過する日が属する月に

おいて以下に定める日をもって失効します。 

１）第５条第２項に定める月末締め、当該月の末日 

 

 

 

 

 



 

第 ９ 条 （契約失効時の取り扱い） 

前条に定めるところにより、本契約が失効した後も、本カードを利用して CNG を充填すること

ができます。その場合には、CNG 単価を含めた全ての CNG 取引に関する規定は、本契約失効後に

本カードを利用して CNG を充填した時点で有効な TG カード利用約款に依るものとします。 

 

第 １ ０ 条 （契約解除） 

前条の規定にかかわらず、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告その他

の手続を要せず直ちに本契約を解除することができます。 

① 自らの責めに帰すべき事由により、本契約の条項に違反したとき。 

② 契約の相手方に重大な損害もしくは迷惑を及ぼしたとき。 

③ 第三者から差押、競売、破産、特別清算または会社更生手続の開始等の申立を受けたとき。 

④ 自ら破産手続、民事再生手続、特別清算または会社更生手続の開始等の申立を行ったとき。 

⑤ 諸法規の一に違反し、監督官庁から何らかの処分を受けたとき、またはその警告を受けたとき。 

⑥ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りになったとき。 

⑦ 暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力に資金等を提供していると認めら 

れるとき、その他反社会的勢力を利用していると認められるとき、または暴力的行為、詐術・ 

脅迫的言辞を用いたとき。 

 

第 １ １ 条 （損害賠償） 

申込者が本カードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第

三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。 

 

第 １ ２ 条 （約款の変更等） 

当社は、民法第 548 条の 4 の規定により、申込者の了承を得ることなく、本約款を変更する場

合があります。この場合、当社は、あらかじめ本約款を変更する旨、変更の内容および変更の効力

発生日を、当社のウェブサイト(https://eee.tokyo-gas.co.jp/product/ngv/index.html)での掲示

その他の方法で、申込者に周知いたします。 

  

第 １ ３ 条 （効力発生日） 

１）本約款の効力発生日は 2024 年 3 月 1 日とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表第１） 

 

単価は、基準平均原料価格における下記に定める基準単位料金（税込み）に、別表第２で定め

る調整額を加えた額といたします。 

 

  基準単位料金 

    税込 84.48 円/ｍ３ （税抜 76.80 円/ｍ３ ） 

 

 

（別表第２） 

 

調整額は、月ごとに以下のように定めます。 

  

① 調整額（税込、１立方メートルあたり） 

   ＝０．０８１円×（平均原料価格(※1)―基準平均原料価格(※2)）／１００円×（１＋消費税率）     

ただし、上記の算式の（平均原料価格―基準平均原料価格）については、算定結果の 100

円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額とし、また、上記の算式によって求められた

計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、平均原料価格が基準平均原料価格以上のときは切り

捨て、平均原料価格が基準平均原料価格未満のときは切り上げとします。 

  

※１：平均原料価格（トンあたり） 

   本カードの利用代金の集計期間の末日が属する月の 5 ヶ月前から３ヶ月前の 3 ヶ月間にお

ける貿易統計の数量及び価額から算定したトンあたりのＬＮＧ平均価格（算定結果の 10 円

未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。）及びトンあたりＬＰＧ平均価格（算定

結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。）をもとに次の算式で算定

し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が

156,200 円以上となった場合は、156,200 円といたします。 

 ＜平均原料価格＞ 

    ＝トンあたりＬＮＧ平均価格×0.９４７９＋トンあたりＬＰＧ平均価格×0.0５４６ 

 

※２：基準平均原料価格（トンあたり） 

５７,２５０円 

 

 


